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◆第180回通常国会が1月24日、召集された。昨年の第
177回国会と同一の日程となるが、今年は閏年の関係で、
会期末は昨年より1日早い6月21日となっている。ねじ
れ国会下、開会前から与野党が牽制し合う状況もみられ
たが、前進を心掛けてほしいものである。◆もとより継

続審議案件が多く、喫緊の課題もこれほど山積した国会は近時なかっ
た。会期中最大の争点ともなろう平成24年度税制改正および社会保
障・税一体改革については、今号で大綱・素案に基づきご解説を戴
いている。◆また、来料加工を巡り一審・二審と出揃った事件を素
材とし、争点を整理していただいた。併せて参考とされたい。（B）
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今 週 の 専 門 用 語

所得税率のブラケット
　ブラケットとは税率適用所得区分のこと。日本では6つのブラケットに応じて税
率を課す超過累進税率（195万円以下：5％、195万円超330万円以下：10％、
330万円超695万円以下：20％、695万円超900万円以下：23％、900万円
超1,800万円以下：33％、1,800万円超：40％）が採られている。1月6日に政
府・与党が決定した「社会保障・税一体改革素案」には、所得税の最高税率引上げが
明記され、課税所得5,000万円超について45％の税率を設けるとされている。

回収が見込まれる期の税率
　繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収または支払いが行われると見込ま
れる期の税率に基づいて計算するものとし、繰延税金資産については、将来の回収の
見込みについて毎期見直しを行わなければならないとされている（税効果会計に係る
会計基準第二の二の1、2）。この税率に関しては、決算日現在における税法規定に
基づく税率によることになり、改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の
適用税率が確定している場合には改正後の税率が適用されることになる。

売買単位の集約の最終段階
　売買単位の集約に向けた行動計画（2007年11月27日公表）に基づく単元株
式数の統一は、①第一段階（早期適用期間）、②中断期間（株券電子化開始に伴う
もの）、③第二段階（中断期間後、100株と1,000株への移行期間）、④第三段階
（100株への移行期間）と段階を踏んで進められており、今般の決定は③の終期を
2014年4月1日と確定するものである。最終段階である100株への統一の時期・
方法については、今後の状況を踏まえ、改めて検討するとされている。

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html☎0120-6021-86 　見本誌請求  http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　  立ち読みコーナー　http://www.lotus21.co.jp/ta

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_2531.html
http://www.lotus21.co.jp/ta



